
問企画振興課 ☎７３－６６３１
これ知っとる!? ふるさと応援寄附にご協力をお願いします

問福祉課 ☎７３－６６５１
これ知っとる!? 平成30年7月豪雨災害に係る義援金を市役所各庁舎で募集中
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問 総務課 ☎７３－６６２１

平成31年度コミュニティ助成事業
（自主防災組織育成助成事業）の募集について

　コミュニティ助成事業とは、集会施設やコミュニティ活動備品の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくりなど
に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の
向上に寄与することを目的に財団法人 自治総合センターが、宝くじの社会貢献広報事業として、行っているものです。
　申請を希望される団体は、申請書を提出してください。

●団体の要件
①申請時点で、事業実施主体が設立されていること
②規約が提出できること
③平成30年度の事業計画および予算書が提出できる
　こと
※助成申請は、事業実施主体１団体あたり１件に限　
ります。

も申請を検討される団体は、事前に総務課へご相談くだ
さい。
※申請をすれば必ず助成されるものではありません。

し10月26日㈮

●事業内容
一定地域の住民が当該地域を災害から守るために自主
的に結成した組織またはその連合体が行う地域の防災
活動に直接必要な設備などの整備に関する事業
※建築物、消耗品（食料品や消火器など）は対象外

●要　　件
事業実施主体は市が認める自主防災組織

●助 成 金
30万円～200万円

あなたの体力年齢は何歳ですか？

☎７３ー６７１６
☎７３ー６７２６

☎７３ー６７５４
☎７３ー６７６６
☎７３ー６７７６
☎７３ー６７８６

地　　区 期　　日 申し込み先・お問い合わせ

10月18日㈭

10月25日㈭

10月17日㈬

10月26日㈮

深 江 体 育 館深　江・布　津

有　家・西有家

北有馬・南有馬

口之津・加津佐

西 有 家 小 学 校 体 育 館

南 有 馬 体 育 館

口 之 津 体 育 館

20歳～64歳
①握力

②上体起こし

③長座体前屈

④反復横とび

⑤立ち幅とび

⑥20ｍシャトルラン

65歳～79歳
①握力

②上体起こし

③長座体前屈

④開眼片足立ち

⑤10ｍ障害物歩行

⑥６分間歩行

●日　程

深 江 公 民 館
布 津 公 民 館

☎７３ー６７０７
☎７３ー６７４６

教育振興班（コレジヨ）
教育振興班（カ ム ス ）
ピロティー文化センター
原城オアシスセンター
口 之 津 公 民 館
加 津 佐 公 民 館

場　　所

問 スポーツ振興課　☎７３－６７０４

体 力・運 動 能 力 調 査 　

　市内の成人者（20歳～79歳）を対象に体力・運動能力調査を下記日程で実施しますので
お気軽に参加ください。この機会に自分の体力年齢を測定してみてはいかがですか。

と・ば下記参照。
※時間はいずれも午後７時30分～
　（受付：午後７時）
対20～79歳の成人男女

も参加したい地区を実施日の前日までに連絡してく
ださい。（氏名・年齢・住所などをお聞きします）
●持参品…屋内シューズ、タオル、飲み物など

●種　目

お 問 い 合 わ せ場　　　所時　間期　日

問 スポーツ振興課 ☎７３－６７０４

秋の大運動会、市内５地区で開催

第13回 加津佐町民体育祭

第９回 南有馬地区体育祭

第10回 きたありま町民大運動会

第13回 西有家地区体育祭

平成30年度
深江町民体育祭

西有家中学校運動場
（雨天時：西有家小中学校体育館）

深江小中学校グラウンド
（雨天時中止）

北有馬ふれあい交流広場グラウンド
（雨天時：北有馬中学校体育館）

南有馬運動公園グラウンド
（雨天時中止）

加津佐グラウンド
（雨天時中止）

加津佐海洋センター
☎８７－５０１８
原城オアシスセンター
☎７３－６７６６

北有馬ピロティー文化センター日野江
☎７３－６７５４
教育振興班（カムス）
☎７３－６７４９
布津公民館

☎７３－６７２６

9：00～

9：50～

9：00～

10月７日㈰

10月14日㈰

10月７日㈰

10月７日㈰

10月７日㈰

9：00～

8：00～

地　　　区

市役所の担当課が
わからないときは ☎73－6600 へ

南島原市役所＊省略文字説明／と：日時　ば：場所　な：内容　定：定員　り：料金　対：対象者
　　　　　　　　し：応募締切　も：申込方法　問：申し込み・お問い合わせ

市役所の担当課が
わからないときは ☎73－6600 へ

南島原市役所

　平成29年および平成30年の農産物価格の暴落により、営農活動の継続に支障をきたしている農業者などの経営安定
を図るため、利子補給の対象となる資金を融資した金融機関に対し、市が一定利率での利子補給金を交付する制度を
設ける予定です。
　この制度は、市が利子補給を行った分、農業者などの皆さんは低利子で融資を受けることができる制度です。

問 農林課 ☎７３－６６６１

農業者などの経営安定のための
融資資金利子補給について

●融資金融機関…市が指定する金融機関
●貸付限度額……３００万円
●償還期間………５年以内
●貸付利率………金融機関が定める利率
　(利率は金融機関によって異なります)
※この利率に対して市が利子補給すること
を予定しています。

●据置期間………１年以内
●返済方法………元金均等方式
●貸付形式………証書貸付
●貸付実行期限…12月31日(予定)
●資金使途………肥料、農薬、種苗および飼料の購入代／農具、
作業着などの農作業用消耗品の購入代／農作業のために雇用
した人(専従者を除く)の賃金／その他、市が認める経費

　貸付対象者は市内に住所を有している農業者または市内に主たる事務所を有する農地所有適格法人で、
平成29年および平成30年に農産物価格の暴落により営農活動の継続に支障をきたしている農業者など。
※詳しくは、市内各金融機関または農林課までお尋ねください。

利子補給の対象となる資金（現時点でのものです。今後、変更になる場合があります。）

貸付対象者


